
こども大綱（令和5年12月22日閣議決定）の構成
こども施策に関する重要事項

○ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
○ 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
○ こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
○ こどもの貧困対策
○ 障害児支援・医療的ケア児等への支援
○ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
○ こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組

○ こどもの誕生前から幼児期まで
○ 学童期・思春期
○ 青年期

○ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減
○ 地域子育て支援、家庭教育支援
○ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
○ ひとり親家庭への支援

１ ライフステージを通した重要事項

２ ライフステージ別の重要事項

３ 子育て当事者への支援に関する重要事項
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